
 この条例は、令和４年４月１日から施行する。ただし、別表の改正規定（「産

業道路駅」を「大師橋駅」に改める部分に限る。）は、同年１月１日から施行

する。 

 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

 若葉台駅周辺自転車等駐車場を設置し、及び産業道路駅周辺自転車等駐車場

の名称を大師橋駅周辺自転車等駐車場に変更するため、この条例を制定するも

のである。 

議案第   号 

 

当せん金付証票発売の限度額について 

 

当せん金付証票法第４条第１項の規定により当せん金付証票を発売できる限

度額を次のとおり定める。 

 

令和３年１１月２６日提出           

川崎市長 福 田 紀 彦        

 

１ 発 売 年 度     令和４年度 

２ 発売限度額   １０，０００，０００，０００円 

 

 

参考資料 

 

   提 案 要 旨 

 

 令和４年度における公共事業等の財源に充てるため、当せん金付証票を発売

するにあたり、当せん金付証票法第４条第１項の規定により、その限度額を定

める必要があるので提出する。 

 

 

 

議案第１７５号




